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議題１（委員会決裁事項（規則第３条第６号）） 

知事からの意見聴取について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により知事から意見

を求められた令和元年９月定例府議会に提出予定の次の議案については、異議

がないものと決定する。 

令和元年 12 月６日 

大阪府教育委員会       

〇事件議決案 

 １ 指定管理者の指定の件（教育委員会所管施設） 

〇条例案 

１ 職員の給与に関する条例等一部改正の件 

２ 府吏員退隠料等条例一部改正の件 

３ 大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例一部改正の件 

４ 大阪府職員基本条例一部改正の件 

５ 大阪府文化財保護法に基づく事務に係る事務処理の特例に関する条例一

部改正の件 

＜参考＞ 

  〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

  （教育委員会の意見聴取） 

   第 29 条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務

に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を

経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見を

きかなければならない。 
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○事件議決案

番号 件     名 概          要

１ 指定管理者の指定の件

（教育委員会所管施

設）

(1) 大阪府立門真スポーツセンター 

  指 定 期 間  令和２年４月１日から 

令和１２年３月３１日まで 

  指定する団体  ＯＧＳ・関電ＦＡ・パティネレジャー

門真ＳＣ共同事業体 

(2) 大阪府立近つ飛鳥博物館及び近つ飛鳥風土記の丘 

  指 定 期 間  令和２年４月１日から 

令和５年３月３１日まで 

  指定する団体  大阪府文化財センター・近鉄ビルサー

ビスグループ

(3) 大阪府立弥生文化博物館 

  指 定 期 間  令和２年４月１日から 

令和５年３月３１日まで 

  指定する団体  大阪府文化財センター・近鉄ビルサー

ビスグループ 

(4) 大阪府立中央図書館 

  指 定 期 間  令和２年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

  指定する団体  長谷工・大阪共立・ＴＲＣグループ 
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○条例案

番号 件     名 概          要

１ 職員の給与に関する条

例等一部改正の件 

令和元年１０月の人事委員会の勧告等を踏まえ、所要の

改正を行う。 

〔主な改正内容〕 

・初任給調整手当の上限の引上げ 

  〔改正前〕 月額２５０，９００円 

  〔改正後〕 月額２５１，２００円 

・地域手当の支給割合の引上げ 

  〔改正前〕１１％ 

  〔改正後〕１１．８％ 

・勤勉手当の引上げ 

  〔改正前〕 ０．９２５月 

  〔改正後〕 ０．９５０月 

   施行日：公布の日 

・住居手当の改定 

  支給対象となる家賃額の下限の引上げ 

  〔改正前〕月額１２，０００円 

  〔改正後〕月額１６，０００円 

  手当額の上限の引上げ 

  〔改正前〕月額２７，０００円 

  〔改正後〕月額２８，０００円 

・初任給相当の号給以下の給料月額及び小学校・中学校

教育職給料表１級の最高号給の引上げ（特例措置） 

   施行日：令和２年４月１日 

〔関係条例〕 

 ・職員の給与に関する条例 

 ・職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例 

 ・一般職の任期付研究員の採用等に関する条例 

 ・一般職の任期付職員の採用等に関する条例 

２ 府吏員退隠料等条例一

部改正の件 

地方自治法及び教育公務員特例法の改正により、規定の整

備を行う。 

施行日：令和２年４月１日 
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３ 大阪府福祉行政事務に

係る事務処理の特例に

関する条例一部改正の

件

１ 吹田市の中核市移行に伴い、児童福祉法等に基づく事務

の一部を同市が処理することから、当該事務を同市が処理

することとしている規定を削除する。 

２ 地方自治法第２５２条の１７の２の条例による事務処

理の特例制度に基づき、就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく事務の

一部を吹田市が処理することとする。 

    施行日：令和２年４月１日ほか 

４ 大阪府職員基本条例一

部改正の件 

 吹田市の中核市移行に伴い、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律に基づく府費負担教職員の研修事務を同市が

処理することから、研修の規定については、同市が設置する

学校の府費負担教職員には適用しないこととする。 

    施行日：令和２年４月１日 

５ 大阪府文化財保護法に

基づく事務に係る事務

処理の特例に関する条

例一部改正の件 

吹田市の中核市移行に伴い、文化財保護法に基づく事務の

一部を同市が処理することから、当該事務に係る経由等の事

務を同市が処理することとしている規定を削除する。

施行日：令和２年４月１日
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大阪府立門真スポーツセンター指定管理候補者の選定結果について 

■選定結果 

１ 指定管理候補者および指定期間 

候補者：OGS・関電 FA・パティネレジャー 門真 SC 共同事業体 

（構成員）代表者 株式会社オージースポーツ 

関電ファシリティーズ株式会社 

株式会社パティネレジャー 

   期 間：令和２年４月１日から令和 12 年３月 31日（10 年間） 

２ 審査結果の概要 

（１）申請団体数 

      上記１団体 

  （２）選定理由 

      大阪府から支出する指定管理料の提案金額が参考価格の範囲内であり、施設設備の機能

向上・機器の更新に関する投資や自主事業等の積極的な取組みにより、利用者サービスの

向上が期待できるため。 

     【10 年間における提案額】 

・指定管理料 ： 2,369,740 千円 （申請条件 ： 2,369,740 千円以下） 

・施設投資額 ：  139,217 千円 （申請条件 ：   60,000 千円以上）    

■参考 

１ 募集の経緯 

（１）募集要項の配付期間 

    令和元年８月 23日から 10月 23 日 

（２）募集要項説明会・現地施設案内 

    令和元年９月６日 

（３）指定管理者指定申請書の受付期間 

    令和元年 10 月 18 日から 10 月 23 日 

２ 大阪府立体育会館等指定管理者選定委員会開催概要 

（１）審査の経緯 

   ・第１回選定委員会 令和元年８月９日 委員５名出席 

     委員長選出、スケジュール・各施設運営状況の説明、募集要項・審査基準、施設見学 

   ・第２回選定委員会 令和元年 11 月 12 日 委員５名出席 

     申請者の書類及びプレゼンテーションの審査、最優先交渉権者の決定 

（２）選定委員会委員 

氏 名 所 属 等 備 考 

非公表（※） 

公認会計士 委員長 

弁護士  

経済団体 管理職  

大学教授  

スポーツ団体 役員  

  ※来年度、指定管理者公募を実施する保健体育課所管の３施設（体育会館、臨海スポーツセンタ

ー、漕艇センター）についても、引き続き同委員が選定を行うため、今年度は非公表とし、来年

度に公表。 

（３）委員選任の考え方 

   申請に係る収支計画や安定的な経営基盤、管理運営に係る法的課題、利用者の視点等から様々

な意見を聴取するため、公認会計士、弁護士、経営分野の学識経験者から各１名、施設の事業活動

に関する専門家として学識経験者２名、計５名を選定した。 
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大阪府立近つ飛鳥博物館、大阪府立近つ飛鳥風土記の丘 
及び大阪府立弥生文化博物館指定管理候補者選定結果について 

■選定結果 

１ 指定管理候補者および指定期間 

   候補者：大阪府文化財センター・近鉄ビルサービスグループ 

       （構成員）代表者 公益財団法人大阪府文化財センター 

                近鉄ビルサービス株式会社 

   期 間：令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで（３年間） 

２ 審査結果の概要 

 （１）申請団体数   

上記１団体（非公募） 

 （２）選定理由 

     候補者は、施設の適切な管理、施設の効果の発揮、経費の縮減について適正と認められる。

また、関係機関と連携しての世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」関連事業も提案しており、府施

策との整合も図られている。 

■参考 

○大阪府立弥生文化博物館指定管理者選定委員会及び大阪府立近つ飛鳥博物館等指定管理者選定委員

会の開催概要 

（１）審査の経緯 

 ・第１回選定委員会 令和元年８月１５日 委員５名出席 

   施設案内及び説明、委員長の選任、指定要件書及び審査基準案の審議 

 ・第２回選定委員会 令和元年１０月３１日 委員４名出席 

   審査基準にもとづく指定管理者指定申請書の審議及び判定 

（２）選定委員会委員（５０音順、敬称略） 

氏 名 所 属 等 備 考 

大里 眞司 公認会計士  

國下 多美樹 龍谷大学文学部歴史学科 教授 委員長 

久保 貞也 摂南大学経営学部経営情報学科 准教授  

白倉 典武 弁護士  

中久保 辰夫 京都橘大学文学部歴史遺産学科 准教授  

（３）委員選任の考え方 

   応募に係る収支計画や安定的な経営基盤、管理運営に係る法的課題、博物館の利用者の視点等、

様々な意見を聴取するため、公認会計士、経営分野の有識者及び弁護士から各１名、博物館と考古

学に関する学識経験者等から２名、計５名を選定した。  
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大阪府立中央図書館指定管理候補者の選定結果について 

■選定結果 

１ 指定管理候補者および指定期間 

候補者：長谷工・大阪共立・ＴＲＣグループ 

（構成員）代表者 株式会社長谷工コミュニティ 

株式会社大阪共立 

         株式会社図書館流通センター 

   期 間：令和２年４月１日から令和８年３月 31日（６年間） 

２ 審査結果の概要 

（１）申請団体数 

      上記１団体 

  （２）選定理由 

      候補者は、グループ各社ともに組織体制や財務基盤等が安定しており、施設の適切な維

持管理及び利用者ニーズに沿った魅力的なイベント企画等を提案している。 

      各社のノウハウ等を存分に活用して効率化に取組み、府民への還元に努められたい。 

働き方改革に配慮しつつ、従前の取組み内容を踏まえ、更なる府民サービスの向上に取

り組まれたい。 

     【６年間における提案額】 

・指定管理料 ： 1,112,160 千円 （申請条件 ： 1,112,220 千円以下） 

■参考 

１ 募集の経緯 

（１）募集要項の配付期間 

    令和元年８月９日から 10月４日 

（２）募集要項説明会・現地施設案内 

    令和元年８月 29日 

（３）指定管理者指定申請書の受付期間 

    令和元年 10 月７日から 10月 11 日 

２ 大阪府立中央図書館指定管理者選定委員会開催概要 

（１）審査の経緯 

   ・第１回選定委員会 令和元年７月 23 日 委員４名出席 

     委員長選任、審査基準の決定 

   ・第２回選定委員会 令和元年 10 月 31 日 委員４名出席 

     申請者の書類及びプレゼンテーションの審査、最優先交渉権者の決定 

（２）選定委員会委員 

氏 名 所 属 等 備 考 

非公表（※） 

公認会計士  

弁護士  

大学教授  

大学講師  

団体役員 委員長 

  ※令和２年度に同委員会による中之島図書館の指定管理者の選定を予定しているため、選定の公

平性を確保する観点から、中之島図書館の指定管理者選定後に公表する。 

（３）委員選任の考え方 

   申請に係る収支計画や安定的な経営基盤、管理運営に係る法的課題、利用者の視点等から様々

な意見を聴取するため、公認会計士、弁護士、経営分野の学識経験者から各１名、図書館運営に関

する学識経験者１名、指定管理者制度及び事業企画立案に関する専門家１名の計５名を選定した。 
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職
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
職
の
う
ち
、
採
用
に
よ
る
欠

員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
で
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

月
額
二
十
五
万

九
百
円

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
地
域
手
当
）

第
十
三
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

一

大
阪
府
の
区
域

百
分
の
十
一

二

前
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域
及
び

公
署

当
該
地
域
又
は
公
署
の
所
在
す
る
地
域
に

在
勤
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
支
給

さ
れ
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
を
考
慮
し
て
百
分

の
十
四
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
割
合

第
十
三
条
の
三

医
療
職
給
料
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け

る
職
員
に
は
、
当
分
の
間
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
給
料
、
管
理
職
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合

計
額
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
月
額
の
地
域
手

当
を
支
給
す
る
。

第
十
三
条
の
四

大
阪
府
の
区
域
若
し
く
は
第
十
三
条

の
二
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域
若

し
く
は
公
署
（
以
下
「
大
阪
府
の
区
域
等
」
と
い
う
。
）

に
在
勤
す
る
職
員
が
そ
の
在
勤
す
る
地
域
若
し
く
は

公
署
を
異
に
し
て
異
動
し
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
職

員
の
在
勤
す
る
公
署
が
移
転
し
た
場
合
（
こ
れ
ら
の
職

員
が
当
該
異
動
又
は
移
転
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て

い
た
地
域
又
は
公
署
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て

在
勤
し
て
い
た
場
合
そ
の
他
当
該
場
合
と
の
権
衡
上

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
当
該

異
動
若
し
く
は
移
転
（
以
下
「
異
動
等
」
と
い
う
。
）

の
直
後
に
在
勤
す
る
地
域
若
し
く
は
公
署
に
係
る
地

域
手
当
の
支
給
割
合
（
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
割

合
を
い
う
。
以
下
「
異
動
等
後
の
支
給
割
合
」
と
い
う
。
）

が
当
該
異
動
等
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
地
域

若
し
く
は
公
署
に
係
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
（
同
項

各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
い
い
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
場
合
に
は
、
当
該
支
給
割
合
を
超
え
な
い
範
囲
内
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第
二
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
と
す
る
。
以
下

「
異
動
等
前
の
支
給
割
合
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い

こ
と
と
な
る
と
き
（
異
動
等
後
の
支
給
割
合
が
百
分
の

十
一
・
八
未
満
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
又
は
当
該

異
動
等
の
直
後
に
在
勤
す
る
地
域
若
し
く
は
公
署
が

大
阪
府
の
区
域
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
と
き

は
、
異
動
等
の
円
滑
を
図
る
た
め
、
当
該
職
員
に
は
、

前
条
の
規
定
に
よ
り
地
域
手
当
を
支
給
さ
れ
る
期
間

を
除
き
、
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
異
動
等
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
（
次

の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
当
該
各
号
に
定
め

る
割
合
が
異
動
等
後
の
支
給
割
合
（
異
動
等
後
の
支
給

割
合
が
当
該
異
動
等
の
後
に
改
定
さ
れ
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
改
定
後
の
異
動
等
後
の
支
給
割
合
）
以

下
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
以
下
と
な
る
日
の
前
日
ま
で

の
間
。
以
下
同
じ
。
）
、
給
料
、
管
理
職
手
当
及
び
扶

養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期

間
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ

て
得
た
月
額
の
地
域
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
職
員
が
当
該
異
動
等
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る

ま
で
の
間
に
更
に
在
勤
す
る
地
域
又
は
公
署
を
異
に

し
て
異
動
し
た
場
合
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る

場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
に
対
す
る
地
域
手
当
の
支

給
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一

当
該
異
動
等
の
日
か
ら
同
日
以
後
一
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
期
間

異
動
等
前
の
支
給
割
合
（
異

動
等
前
の
支
給
割
合
が
当
該
異
動
等
の
後
に
改
定

さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
異
動
等
の
日
の
前

日
の
異
動
等
前
の
支
給
割
合
。
以
下
同
じ
。
）
（
異

動
等
前
の
支
給
割
合
が
百
分
の
十
一
・
八
を
超
え
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
十
一
・
八
）

二

当
該
異
動
等
の
日
か
ら
同
日
以
後
二
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
期
間
（
前
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除

く
。
）

異
動
等
前
の
支
給
割
合
（
異
動
等
前
の
支

給
割
合
が
百
分
の
十
一
・
八
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
百
分
の
十
一
・
八
）
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ

て
得
た
割
合

で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
と
す
る
。
以
下

「
異
動
等
前
の
支
給
割
合
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い

こ
と
と
な
る
と
き
（
異
動
等
後
の
支
給
割
合
が
百
分
の

十
一
未
満
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）
、
又
は
当
該
異
動
等

の
直
後
に
在
勤
す
る
地
域
若
し
く
は
公
署
が
大
阪
府

の
区
域
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
異
動

等
の
円
滑
を
図
る
た
め
、
当
該
職
員
に
は
、
前
条
の
規

定
に
よ
り
地
域
手
当
を
支
給
さ
れ
る
期
間
を
除
き
、
第

十
三
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
異
動
等
の

日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
（
次
の
各
号
に
掲

げ
る
期
間
に
お
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
が
異

動
等
後
の
支
給
割
合
（
異
動
等
後
の
支
給
割
合
が
当
該

異
動
等
の
後
に
改
定
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

改
定
後
の
異
動
等
後
の
支
給
割
合
）
以
下
と
な
る
と
き

は
、
そ
の
以
下
と
な
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
。
以
下
同

じ
。
）、
給
料
、
管
理
職
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の

合
計
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
月
額
の
地

域
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
当
該
異

動
等
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
更
に

在
勤
す
る
地
域
又
は
公
署
を
異
に
し
て
異
動
し
た
場

合
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
場
合
に
お
け
る
当

該
職
員
に
対
す
る
地
域
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
人

事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

当
該
異
動
等
の
日
か
ら
同
日
以
後
一
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
期
間

異
動
等
前
の
支
給
割
合
（
異

動
等
前
の
支
給
割
合
が
当
該
異
動
等
の
後
に
改
定

さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
異
動
等
の
日
の
前

日
の
異
動
等
前
の
支
給
割
合
。
以
下
同
じ
。
）（
異
動

等
前
の
支
給
割
合
が
百
分
の
十
一
を
超
え
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
十
一
）

二

当
該
異
動
等
の
日
か
ら
同
日
以
後
二
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
期
間
（
前
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除

く
。
）

異
動
等
前
の
支
給
割
合
（
異
動
等
前
の
支

給
割
合
が
百
分
の
十
一
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
十
一
）
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た

割
合

改
正
後

改
正
前

（
住
居
手
当
）

第
十
三
条
の
五

（
略
）

一

自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
（
貸
間
を
含
む
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
六
千

円
を
超
え
る
家
賃
（
使
用
料
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

を
支
払
つ
て
い
る
職
員
（
府
か
ら
公
舎
又
は
宅
舎
を

貸
与
さ
れ
、
使
用
料
を
支
払
つ
て
い
る
職
員
そ
の
他

の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

二

第
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
、
配
偶

者
が
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
（
府
か
ら
貸
与
さ
れ
た

公
舎
又
は
宅
舎
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定

（
住
居
手
当
）

第
十
三
条
の
五

（
略
）

一

自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
（
貸
間
を
含
む
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
二
千

円
を
超
え
る
家
賃
（
使
用
料
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

を
支
払
つ
て
い
る
職
員
（
府
か
ら
公
舎
又
は
宅
舎
を

貸
与
さ
れ
、
使
用
料
を
支
払
つ
て
い
る
職
員
そ
の
他

の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

二

第
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
、
配
偶

者
が
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
（
府
か
ら
貸
与
さ
れ
た

公
舎
又
は
宅
舎
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
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附
則
の
次
に
次
の
二
表
を
加
え
る
。

め
る
住
宅
を
除
く
。
）
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
六

千
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の
又
は

こ
れ
ら
の
も
の
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の

２

（
略
）

一

（
略
）

イ

月
額
二
万
七
千
円
以
下
の
家
賃
を
支
払
つ
て

い
る
職
員

家
賃
の
月
額
か
ら
一
万
六
千
円
を

控
除
し
た
額

ロ

月
額
二
万
七
千
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
つ

て
い
る
職
員

家
賃
の
月
額
か
ら
二
万
七
千
円

を
控
除
し
た
額
の
二
分
の
一
（
そ
の
控
除
し
た
額

の
二
分
の
一
が
一
万
七
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、

一
万
七
千
円
）
を
一
万
千
円
に
加
算
し
た
額

二

（
略
）

３

（
略
）

附

則

１
―
21

（
略
）

（
特
定
の
職
員
の
給
料
月
額
等
に
関
す
る
特
例
）

22

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
者
が
属
す
る
職
務
の
級
及
び
そ
の
受
け
る

号
給
が
附
則
別
表
第
一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
員
の

給
料
月
額
は
、
当
分
の
間
、
給
料
表
、
職
務
の
級
及
び

号
給
の
区
分
に
応
じ
て
附
則
別
表
第
一
に
定
め
る
額

と
す
る
。

（
小
学
校
・
中
学
校
教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
の
給
料
月
額
等
に
関
す
る
特
例
）

23

別
表
第
四
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
条
第

一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
小
学
校
・
中
学
校
教
育
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
及
び
そ
の
受
け
る
号
給
が
附
則
別
表
第

二
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
給
料
月
額
は
、
当
分
の

間
、
号
給
の
区
分
に
応
じ
て
附
則
別
表
第
二
に
定
め
る

額
と
す
る
。

24
―
30

（
略
）

め
る
住
宅
を
除
く
。
）
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
二

千
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の
又
は

こ
れ
ら
の
も
の
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の

２

（
略
）

一

（
略
）

イ

月
額
二
万
三
千
円
以
下
の
家
賃
を
支
払
つ
て

い
る
職
員

家
賃
の
月
額
か
ら
一
万
二
千
円
を

控
除
し
た
額

ロ

月
額
二
万
三
千
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
つ

て
い
る
職
員

家
賃
の
月
額
か
ら
二
万
三
千
円

を
控
除
し
た
額
の
二
分
の
一
（
そ
の
控
除
し
た
額

の
二
分
の
一
が
一
万
六
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、

一
万
六
千
円
）
を
一
万
千
円
に
加
算
し
た
額

二

（
略
）

３

（
略
）

附

則

１
―
21

（
略
）

22
―
28

（
略
）
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（
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大
阪
府
条
例
第

四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
大
阪
府
条
例
第

七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
勤
勉
手
当
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

イ

ロ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員

の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、

又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
若

し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養

手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の

月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
百
分
の
九
十

五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十

五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

ロ

指
定
職
給
料
表
適
用
職
員

当
該
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
を
乗
じ
て
得
た
額

の
総
額

二

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

指
定
職
給
料
表
適
用
職
員

当
該
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
五
十
二
・
五
を
乗
じ
て

得
た
額
の
総
額

３
―
６

（
略
）

（
勤
勉
手
当
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

イ

ロ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員

の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、

又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
若

し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養

手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の

月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
百
分
の
九
十

二
・
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の

百
十
二
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

ロ

指
定
職
給
料
表
適
用
職
員

当
該
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
九
十
七
・
五
を
乗
じ
て

得
た
額
の
総
額

二

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

指
定
職
給
料
表
適
用
職
員

当
該
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た

額
の
総
額

３
―
６

（
略
）

改
正
後

改
正
前

（
給
与
条
例
等
の
適
用
除
外
等
）

第
六
条

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究

員
に
対
す
る
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関

す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
」
と
、
同
条
第
五
項
中

「
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
給
料

表
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並

び
に
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
三
年
大
阪
府
条
例
第
七
十
号
）
第
五
条

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
給
料
表
」
と
す
る
。

（
給
与
条
例
等
の
適
用
除
外
等
）

第
六
条

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究

員
に
対
す
る
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関

す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
と
、
同
条
第

五
項
中
「
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る

給
料
表
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
並
び
に
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関

す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
大
阪
府
条
例
第
七
十
号
）
第

五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
給
料
表
」
と
す

る
。
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（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
附
則
第
四
項
及
び
附
則

第
五
項
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
第
一
条
改
正
後

給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手

当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
期
末
勤
勉
手
当
条
例
」
と
い
う
。
）
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
任
期
付
研
究
員

条
例
」
と
い
う
。
）
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等

に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
内
払
）

３

第
一
条
改
正
後
給
与
条
例
、
新
期
末
勤
勉
手
当
条
例
、
新
任
期
付
研
究
員
条
例
又
は
新
任

期
付
職
員
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤

勉
手
当
に
関
す
る
条
例
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採

用
等
に
関
す
る
条
例
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用

等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
の
分
と
し
て
支
給
さ

れ
た
給
与
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
改
正
後
給
与
条
例
、
新
期
末
勤
勉
手
当
条
例
、
新
任
期
付

研
究
員
条
例
又
は
新
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

（
住
居
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

改
正
後

改
正
前

第
八
条

（
略
）

２

（
略
）

３

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
職
員
の
期
末
手
当
及

び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
及
び
第

五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中

「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
」

と
、
同
条
第
五
項
中
「
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で

に
規
定
す
る
給
料
表
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十

六
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
表
」
と
す
る
。

４

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

（
略
）

３

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
職
員
の
期
末
手
当
及

び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
及
び
第

五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中

「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
七
・

五
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
規
定
す
る
給
料
表
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二

号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の

採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条
例
第

八
十
六
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
表
」
と

す
る
。

４

（
略
）
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４

第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前

日
に
お
い
て
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
五
の

規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
て
い
た
住
居
手
当
の
月
額
が
二
千
円
を
超
え
る
職
員
で
あ
つ
て
、
一

部
施
行
日
以
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
当
該
住
居
手
当
に
係
る
住
宅
（
貸
間
を
含
む
。
）
を
借

り
受
け
、
家
賃
（
使
用
料
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
払
つ
て
い
る
も
の

の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を

除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
一
部
施
行
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
住
居
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該
住
居
手
当
に
係
る
家
賃
の
月
額
に
変
更
が
あ

つ
た
場
合
に
は
、
当
該
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
。

第
二
号
に
お
い
て
「
旧
手
当
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
二
千
円
を
控
除
し
た
額
の
住
居
手
当
を
支

給
す
る
。

一

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
五
第
一
項

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員

二

旧
手
当
額
か
ら
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三

条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
住
居
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た

額
が
二
千
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
職
員

５

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。
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大
阪
府
条
例
第

号

府
吏
員
退
隠
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

府
吏
員
退
隠
料
等
条
例
（
昭
和
九
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
後

改
正
前

第
一
条

（
略
）

一

地
方
自
治
法
第
二
百
四
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル

職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
ノ
二
第
一
項
第
二
号
ニ

掲
グ
ル
職
員
ヲ
除
ク
）
但
シ
恩
給
法
ノ
一
部
ヲ
改
正

ス
ル
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
附

則
第
十
条
並
ニ
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）
附
則
第

十
項
及
第
十
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
恩
給
法
（
大
正
十

二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
ノ
規
定
ノ
準
用
ヲ
受
ク
ル

者
ヲ
除
ク

二

（
略
）

三

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一

号
）
第
二
条
及
教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
四
年
政
令
第
六
号
）
第
八
条
第
一
項
ニ
規
定
ス

ル
府
立
学
校
（
旧
制
専
門
学
校
ヲ
含
ム
）
ノ
学
長
、

校
長
、
部
局
長
、
教
員
（
講
師
ニ
ア
ツ
テ
ハ
常
時
勤

務
ノ
者
及
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
ノ
五
第
一

項
ニ
規
定
ス
ル
短
時
間
勤
務
ノ
職
ヲ
占
メ
ル
者
ニ

限
リ
次
項
ニ
規
定
ス
ル
講
師
、
助
教
諭
及
養
護
助
教

諭
ヲ
除
ク
）
及
助
手
（
以
下
教
育
職
員
ト
云
フ
）
但

シ
教
育
公
務
員
特
例
法
附
則
第
二
条
ノ
規
定
ニ
依

リ
恩
給
法
ノ
規
定
ノ
準
用
ヲ
受
ク
ル
者
ヲ
除
ク

四

（
略
）

本
条
例
ニ
於
テ
府
吏
員
ニ
準
ズ
ベ
キ
者
ト
ハ
府
立
高

等
学
校
ノ
常
時
勤
務
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
講
師

並
ニ
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
八
十
号
）
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正

前
ノ
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
ニ
規
定
ス
ル
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
養
護
学
校
ノ
助

教
諭
、
養
護
助
教
諭
及
常
時
勤
務
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
ル
講
師
（
以
下
準
教
育
職
員
ト
云
フ
）
ヲ
謂
フ

第
一
条

（
略
）

一

地
方
自
治
法
第
二
百
四
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル

職
員
但
シ
恩
給
法
ノ
一
部
ヲ
改
正
ス
ル
法
律
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
附
則
第
十
条
並
ニ
恩

給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
八
十
四
号
）
附
則
第
十
項
及
第
十
一
項
ノ

規
定
ニ
依
リ
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八

号
）
ノ
規
定
ノ
準
用
ヲ
受
ク
ル
者
ヲ
除
ク

二

（
略
）

三

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一

号
）
第
二
条
及
教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
四
年
政
令
第
六
号
）
第
八
条
第
一
項
ニ
規
定
ス

ル
府
立
学
校
（
旧
制
専
門
学
校
ヲ
含
ム
）
ノ
学
長
、

校
長
、
部
局
長
、
教
員
（
次
項
ニ
規
定
ス
ル
講
師
及

助
教
諭
ヲ
除
ク
）
、
助
手
及
養
護
助
教
諭
（
次
項
ニ

規
定
ス
ル
養
護
助
教
諭
ヲ
除
ク
）
（
以
下
教
育
職
員

ト
云
フ
）
但
シ
教
育
公
務
員
特
例
法
附
則
第
二
条
ノ

規
定
ニ
依
リ
恩
給
法
ノ
規
定
ノ
準
用
ヲ
受
ク
ル
者

ヲ
除
ク

四

（
略
）

本
条
例
ニ
於
テ
府
吏
員
ニ
準
ズ
ベ
キ
者
ト
ハ
府
立
高

等
学
校
ノ
常
時
勤
務
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
講
師

並
ニ
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
八
十
号
）
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正

前
ノ
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
ニ
規
定
ス
ル
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
養
護
学
校
ノ
助

教
諭
、
養
護
助
教
諭
及
常
時
勤
務
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
ル
講
師
（
以
下
準
教
育
職
員
ト
云
フ
）
ヲ
謂
フ
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大
阪
府
条
例
第

号

大
阪
府
福
祉
行
政
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

第
一
条

大
阪
府
福
祉
行
政
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
大

阪
府
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条

大
阪
府
福
祉
行
政
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

第
十
条

（
略
）

一
―
二
十

（
略
）

二
十
一

法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
受
理
に
関
す
る
事
務
（
同
条
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
（
同
号
に
掲
げ
る
事
業
に

あ
っ
て
は
、
法
第
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
特
定

相
談
支
援
事
業
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

二
十
二
・
二
十
三

（
略
）

第
十
条

（
略
）

一
―
二
十

（
略
）

二
十
一

法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
受
理
に
関
す
る
事
務
（
同
条
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
（
同
号
に
掲
げ
る
事
業
に

あ
っ
て
は
、
法
第
五
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
特
定

相
談
支
援
事
業
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

二
十
二
・
二
十
三

（
略
）

改
正
後

改
正
前

（
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
）

第
二
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪

市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
吹
田
市
、
高
槻
市
、
守
口
市
、

枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
、
羽
曳
野
市
、
藤
井
寺

市
、
東
大
阪
市
及
び
四
條
畷
市
を
除
く
。
）
、
町
（
島

本
町
及
び
忠
岡
町
を
除
く
。
）
及
び
村
の
区
域
に
係
る

も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る

こ
と
と
す
る
。

２

法
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生

省
令
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い

う
。
）
及
び
大
阪
府
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪

府
条
例
第
百
三
号
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
事
務
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務

に
あ
っ
て
は
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
助
産
施
設

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
助
産
施
設
」
と
い
う
。
）
、

法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
母
子
生
活
支
援
施
設
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
母
子
生
活
支
援
施
設
」
と
い

う
。
）
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
所
」
と
い
う
。
）
及

び
児
童
館
に
係
る
も
の
に
限
り
、
第
五
号
か
ら
第
七
号

ま
で
、
第
十
号
及
び
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま

（
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
）

第
二
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪

市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
高
槻
市
、
守
口
市
、
枚
方
市
、

八
尾
市
、
寝
屋
川
市
、
羽
曳
野
市
、
藤
井
寺
市
、
東
大

阪
市
及
び
四
條
畷
市
を
除
く
。
）
、
町
（
島
本
町
及
び

忠
岡
町
を
除
く
。
）
及
び
村
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す

る
。

２

法
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生

省
令
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い

う
。
）
及
び
大
阪
府
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪

府
条
例
第
百
三
号
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
事
務
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務

に
あ
っ
て
は
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
助
産
施
設

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
助
産
施
設
」
と
い
う
。
）
、

法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
母
子
生
活
支
援
施
設
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
母
子
生
活
支
援
施
設
」
と
い

う
。
）
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
所
」
と
い
う
。
）
及

び
児
童
館
に
係
る
も
の
に
限
り
、
第
五
号
か
ら
第
七
号

ま
で
、
第
十
号
及
び
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
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で
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
府
以
外
の
者
の
設
置

す
る
助
産
施
設
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
保
育
所
及
び

児
童
館
に
係
る
も
の
に
限
り
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
法
第
六
条
の
三

第
九
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
若
し
く
は
第
三
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
で
あ

っ
て
法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
若

し
く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
こ

ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
て
い
な
い
も
の
又
は
法
第
三
十
四
条
の
十
五

第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
五
条
第
四
項
の
認
可
若
し

く
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
十
七
条
第
一
項
の
認
可
を

受
け
て
い
な
い
も
の
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
児
童
福
祉
施
設
（
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
若
し
く
は
法
第
二
十
四
条
第
二
項

に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
認
可
を
取
り
消

さ
れ
た
も
の
又
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の

認
可
を
取
り
消
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
認
可
外
保
育
施
設
」
と
い
う
。
）
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す

る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、
大
東
市
及
び
交
野
市
を
除

く
。
）
、
町
及
び
村
の
区
域
に
係
る
も
の
（
豊
中
市
、

吹
田
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
及

び
東
大
阪
市
の
区
域
に
あ
っ
て
は
児
童
館
に
係
る
事

務
に
限
り
、
富
田
林
市
、
太
子
町
及
び
千
早
赤
阪
村
の

区
域
に
あ
っ
て
は
保
育
所
、
児
童
館
及
び
認
可
外
保
育

施
設
に
係
る
事
務
に
限
り
、
四
條
畷
市
の
区
域
に
あ
っ

て
は
助
産
施
設
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
に
係
る
事

務
に
限
り
、
摂
津
市
の
区
域
に
あ
っ
て
は
助
産
施
設
、

母
子
生
活
支
援
施
設
及
び
認
可
外
保
育
施
設
に
係
る

事
務
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村

が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
二
十
三

（
略
）

第
三
条

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

二
百
八
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

年
政
令
第
七
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
政
令
」

と
い
う
。
）
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和

二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
及
び
法
の
施
行
に
関
す
る
事

項
を
定
め
た
規
則
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
事
務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪

市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
吹
田
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、

八
尾
市
、
寝
屋
川
市
及
び
東
大
阪
市
を
除
く
。
）
、
町

及
び
村
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、

町
又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
六

（
略
）

２

法
及
び
政
令
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

事
務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、

堺
市
、
豊
中
市
、
吹
田
市
、
高
槻
市
、
守
口
市
、
枚
方

市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
、
羽
曳
野
市
、
藤
井
寺
市
、

東
大
阪
市
及
び
四
條
畷
市
を
除
く
。
）
、
町
（
島
本
町

及
び
忠
岡
町
を
除
く
。
）
及
び
村
の
区
域
に
係
る
も
の

で
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
府
以
外
の
者
の
設
置

す
る
助
産
施
設
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
保
育
所
及
び

児
童
館
に
係
る
も
の
に
限
り
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
法
第
六
条
の
三

第
九
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
若
し
く
は
第
三
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
で
あ

っ
て
法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
若

し
く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
こ

ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
て
い
な
い
も
の
又
は
法
第
三
十
四
条
の
十
五

第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
五
条
第
四
項
の
認
可
若
し

く
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
十
七
条
第
一
項
の
認
可
を

受
け
て
い
な
い
も
の
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
児
童
福
祉
施
設
（
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
若
し
く
は
法
第
二
十
四
条
第
二
項

に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
認
可
を
取
り
消

さ
れ
た
も
の
又
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の

認
可
を
取
り
消
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
認
可
外
保
育
施
設
」
と
い
う
。
）
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す

る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、
大
東
市
及
び
交
野
市
を
除

く
。
）
、
町
及
び
村
の
区
域
に
係
る
も
の
（
豊
中
市
、

高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
及
び
東
大
阪

市
の
区
域
に
あ
っ
て
は
児
童
館
に
係
る
事
務
に
限
り
、

富
田
林
市
、
太
子
町
及
び
千
早
赤
阪
村
の
区
域
に
あ
っ

て
は
保
育
所
、
児
童
館
及
び
認
可
外
保
育
施
設
に
係
る

事
務
に
限
り
、
四
條
畷
市
の
区
域
に
あ
っ
て
は
助
産
施

設
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
に
係
る
事
務
に
限
り
、
摂

津
市
の
区
域
に
あ
っ
て
は
助
産
施
設
、
母
子
生
活
支
援

施
設
及
び
認
可
外
保
育
施
設
に
係
る
事
務
に
限
る
。
）

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と

と
す
る
。

一
―
二
十
三

（
略
）

第
三
条

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

二
百
八
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

年
政
令
第
七
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
政
令
」

と
い
う
。
）
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和

二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
及
び
法
の
施
行
に
関
す
る
事

項
を
定
め
た
規
則
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
事
務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪

市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、

寝
屋
川
市
及
び
東
大
阪
市
を
除
く
。
）
、
町
及
び
村
の

区
域
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村

が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
六

（
略
）

２

法
及
び
政
令
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

事
務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、

堺
市
、
豊
中
市
、
高
槻
市
、
守
口
市
、
枚
方
市
、
八
尾

市
、
寝
屋
川
市
、
羽
曳
野
市
、
藤
井
寺
市
、
東
大
阪
市

及
び
四
條
畷
市
を
除
く
。
）
、
町
（
島
本
町
及
び
忠
岡

町
を
除
く
。
）
及
び
村
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
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は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と

と
す
る
。

一
―
十
三

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、

豊
中
市
、
吹
田
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝

屋
川
市
及
び
東
大
阪
市
を
除
く
。
）
、
町
及
び
村
の
区

域
に
係
る
も
の
（
岸
和
田
市
、
池
田
市
、
泉
大
津
市
、

貝
塚
市
、
守
口
市
、
茨
木
市
、
泉
佐
野
市
、
富
田
林
市
、

河
内
長
野
市
、
松
原
市
、
大
東
市
、
和
泉
市
、
箕
面
市
、

柏
原
市
、
羽
曳
野
市
、
門
真
市
、
摂
津
市
、
高
石
市
、

藤
井
寺
市
、
泉
南
市
、
四
條
畷
市
、
交
野
市
、
大
阪
狭

山
市
、
阪
南
市
、
忠
岡
町
及
び
千
早
赤
阪
村
の
区
域
に

あ
っ
て
は
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三

十
三
号
）
第
二
十
条
の
七
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）
に
係
る
事
務
に
限
り
、
島
本
町
、
豊
能
町
、

能
勢
町
、
熊
取
町
、
田
尻
町
、
岬
町
、
太
子
町
及
び
河

南
町
の
区
域
に
あ
っ
て
は
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び

法
第
二
条
第
三
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
隣
保
事
業

に
係
る
事
務
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町

又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
六

（
略
）

第
六
条

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事

務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、

堺
市
、
豊
中
市
、
吹
田
市
、
高
槻
市
、
守
口
市
、
枚
方

市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
、
大
東
市
、
羽
曳
野
市
、
門

真
市
、
摂
津
市
、
藤
井
寺
市
、
東
大
阪
市
、
四
條
畷
市

及
び
交
野
市
を
除
く
。
）
、
町
及
び
村
の
区
域
に
係
る

も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る

こ
と
と
す
る
。

一
―
九

（
略
）

２

法
並
び
に
大
阪
府
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十

四
年
大
阪
府
条
例
第
百
十
四
号
）
及
び
そ
の
施
行
に
関

す
る
事
項
を
定
め
た
規
則
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
事
務
（
法
第
二
十
条
の
五
に
規
定
す
る
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
定
員
二
十
九
人
以
下
の
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
事
務
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
府
の
区

域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
吹
田

市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
、
門
真

市
、
東
大
阪
市
、
四
條
畷
市
及
び
交
野
市
を
除
く
。
）
、

町
及
び
村
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
八

（
略
）

３

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、

豊
中
市
、
吹
田
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝

屋
川
市
、
摂
津
市
、
藤
井
寺
市
、
東
大
阪
市
、
四
條
畷

市
及
び
交
野
市
を
除
く
。
）
、
町
及
び
村
の
区
域
に
係

る
も
の
（
大
東
市
の
区
域
に
あ
っ
て
は
、
介
護
保
険
法

（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
一

項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
で
あ
る
施
設

に
係
る
事
務
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町

又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
十
三

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、

豊
中
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
及

び
東
大
阪
市
を
除
く
。
）
、
町
及
び
村
の
区
域
に
係
る

も
の
（
岸
和
田
市
、
池
田
市
、
吹
田
市
、
泉
大
津
市
、

貝
塚
市
、
守
口
市
、
茨
木
市
、
泉
佐
野
市
、
富
田
林
市
、

河
内
長
野
市
、
松
原
市
、
大
東
市
、
和
泉
市
、
箕
面
市
、

柏
原
市
、
羽
曳
野
市
、
門
真
市
、
摂
津
市
、
高
石
市
、

藤
井
寺
市
、
泉
南
市
、
四
條
畷
市
、
交
野
市
、
大
阪
狭

山
市
、
阪
南
市
、
忠
岡
町
及
び
千
早
赤
阪
村
の
区
域
に

あ
っ
て
は
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三

十
三
号
）
第
二
十
条
の
七
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）
に
係
る
事
務
に
限
り
、
島
本
町
、
豊
能
町
、

能
勢
町
、
熊
取
町
、
田
尻
町
、
岬
町
、
太
子
町
及
び
河

南
町
の
区
域
に
あ
っ
て
は
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び

法
第
二
条
第
三
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
隣
保
事
業

に
係
る
事
務
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町

又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
六

（
略
）

第
六
条

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事

務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、

堺
市
、
豊
中
市
、
高
槻
市
、
守
口
市
、
枚
方
市
、
八
尾

市
、
寝
屋
川
市
、
大
東
市
、
羽
曳
野
市
、
門
真
市
、
摂

津
市
、
藤
井
寺
市
、
東
大
阪
市
、
四
條
畷
市
及
び
交
野

市
を
除
く
。
）
、
町
及
び
村
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す

る
。

一
―
九

（
略
）

２

法
並
び
に
大
阪
府
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十

四
年
大
阪
府
条
例
第
百
十
四
号
）
及
び
そ
の
施
行
に
関

す
る
事
項
を
定
め
た
規
則
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
事
務
（
法
第
二
十
条
の
五
に
規
定
す
る
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
定
員
二
十
九
人
以
下
の
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
事
務
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
府
の
区

域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
高
槻

市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
、
門
真
市
、
東
大

阪
市
、
四
條
畷
市
及
び
交
野
市
を
除
く
。
）
、
町
及
び

村
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又

は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
八

（
略
）

３

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、

豊
中
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
、

摂
津
市
、
藤
井
寺
市
、
東
大
阪
市
、
四
條
畷
市
及
び
交

野
市
を
除
く
。
）
、
町
及
び
村
の
区
域
に
係
る
も
の
（
大

東
市
の
区
域
に
あ
っ
て
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年

法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す

る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
で
あ
る
施
設
に
係
る
事
務

に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処

理
す
る
こ
と
と
す
る
。



1-21 

一
―
十
一

（
略
）

第
七
条

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三

十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
、
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
四

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
、
児

童
扶
養
手
当
法
施
行
令
及
び
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法

施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令

第
二
百
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
政
令
」

と
い
う
。
）
及
び
法
の
施
行
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た

規
則
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、

豊
中
市
、
吹
田
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝

屋
川
市
及
び
東
大
阪
市
を
除
く
。
）
、
町
及
び
村
の
区

域
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が

処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
六

（
略
）

２

法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
法
第
三
十
一
条

の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
及

び
第
二
項
並
び
に
法
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
相

談
及
び
指
導
（
当
該
貸
付
け
の
申
請
前
に
行
う
も
の
に

限
る
。
）
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内
に

存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
吹
田
市
、
高

槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
及
び
東
大
阪
市

を
除
く
。
）
及
び
島
本
町
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
市
又
は
町
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
九
条

介
護
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
並
び
に
大
阪
府
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
の
指
定
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百
十
五
号
）
及
び
そ

の
施
行
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
規
則
、
大
阪
府
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百
十

六
号
）
及
び
そ
の
施
行
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
規
則

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
第
一
号

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
介
護
福
祉

施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
医

療
院
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
並
び

に
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
医
療
院
に
よ
り
行

わ
れ
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
短
期
入
所
療
養

介
護
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
介

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
並
び
に
介
護
療
養
型
医

療
施
設
に
よ
り
行
わ
れ
る
短
期
入
所
療
養
介
護
及
び

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
も
の
を
除
き
、

第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
か
ら
第
二

十
二
号
ま
で
及
び
第
二
十
六
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
介
護
老
人
保
健
施
設

及
び
介
護
医
療
院
に
よ
り
行
わ
れ
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
、
短
期
入
所
療
養
介
護
、
介
護
予
防
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
並
び
に
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
よ
り
行
わ

れ
る
短
期
入
所
療
養
介
護
及
び
介
護
予
防
短
期
入
所

一
―
十
一

（
略
）

第
七
条

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三

十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
、
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
四

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
、
児

童
扶
養
手
当
法
施
行
令
及
び
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法

施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令

第
二
百
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
政
令
」

と
い
う
。
）
及
び
法
の
施
行
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た

規
則
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、

豊
中
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
及

び
東
大
阪
市
を
除
く
。
）
、
町
及
び
村
の
区
域
に
係
る

も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る

こ
と
と
す
る
。

一
―
六

（
略
）

２

法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
法
第
三
十
一
条

の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
及

び
第
二
項
並
び
に
法
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
相

談
及
び
指
導
（
当
該
貸
付
け
の
申
請
前
に
行
う
も
の
に

限
る
。
）
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内
に

存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
高
槻
市
、
枚

方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
及
び
東
大
阪
市
を
除
く
。
）

及
び
島
本
町
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

市
又
は
町
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
九
条

介
護
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
並
び
に
大
阪
府
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
の
指
定
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百
十
五
号
）
及
び
そ

の
施
行
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
規
則
、
大
阪
府
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百
十

六
号
）
及
び
そ
の
施
行
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
規
則

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
第
一
号

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
介
護
福
祉

施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
医

療
院
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
並
び

に
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
医
療
院
に
よ
り
行

わ
れ
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
短
期
入
所
療
養

介
護
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
介

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
並
び
に
介
護
療
養
型
医

療
施
設
に
よ
り
行
わ
れ
る
短
期
入
所
療
養
介
護
及
び

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
も
の
を
除
き
、

第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
か
ら
第
二

十
二
号
ま
で
及
び
第
二
十
六
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
介
護
老
人
保
健
施
設

及
び
介
護
医
療
院
に
よ
り
行
わ
れ
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
、
短
期
入
所
療
養
介
護
、
介
護
予
防
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
並
び
に
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
よ
り
行
わ

れ
る
短
期
入
所
療
養
介
護
及
び
介
護
予
防
短
期
入
所



1-22 

療
養
介
護
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
府
の

区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
吹

田
市
、
高
槻
市
、
守
口
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋

川
市
、
大
東
市
、
羽
曳
野
市
、
門
真
市
、
摂
津
市
、
藤

井
寺
市
、
東
大
阪
市
、
四
條
畷
市
及
び
交
野
市
を
除

く
。
）
、
町
（
島
本
町
を
除
く
。
）
及
び
村
の
区
域
に

係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理

す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
三
十
五

（
略
）

第
十
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）

並
び
に
大
阪
府
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

指
定
並
び
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百
七
号
）
及
び
そ
の

施
行
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
規
則
、
大
阪
府
指
定
障

害
者
支
援
施
設
の
指
定
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪

府
条
例
第
百
八
号
）
及
び
そ
の
施
行
に
関
す
る
事
項
を

定
め
た
規
則
並
び
に
大
阪
府
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百
十
号
）
及
び
そ
の

施
行
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
規
則
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内

に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
吹
田
市
、

高
槻
市
、
守
口
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
、

大
東
市
、
羽
曳
野
市
、
門
真
市
、
摂
津
市
、
藤
井
寺
市
、

東
大
阪
市
、
四
條
畷
市
及
び
交
野
市
を
除
く
。
）
、
町

（
島
本
町
を
除
く
。
）
及
び
村
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す

る
。

一
―
二
十
三

（
略
）

第
十
一
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
第
四
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ

る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
府
以
外
の
者
の
設
置
す
る
法
第

二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
も

の
に
限
る
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ

て
、
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
吹
田
市
、
高
槻
市
、

枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
及
び
東
大
阪
市
の
区
域

に
係
る
も
の
は
、
当
該
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
八

（
略
）

２

（
略
）

第
十
二
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
八
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ
っ

て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊

中
市
、
吹
田
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋

川
市
及
び
東
大
阪
市
を
除
く
。
）
、
町
及
び
村
の
区
域

に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処

理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

第
十
三
条

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律

療
養
介
護
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
府
の

区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
高

槻
市
、
守
口
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
、
大

東
市
、
羽
曳
野
市
、
門
真
市
、
摂
津
市
、
藤
井
寺
市
、

東
大
阪
市
、
四
條
畷
市
及
び
交
野
市
を
除
く
。
）
、
町

（
島
本
町
を
除
く
。
）
及
び
村
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す

る
。

一
―
三
十
五

（
略
）

第
十
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）

並
び
に
大
阪
府
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

指
定
並
び
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百
七
号
）
及
び
そ
の

施
行
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
規
則
、
大
阪
府
指
定
障

害
者
支
援
施
設
の
指
定
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪

府
条
例
第
百
八
号
）
及
び
そ
の
施
行
に
関
す
る
事
項
を

定
め
た
規
則
並
び
に
大
阪
府
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百
十
号
）
及
び
そ
の

施
行
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
規
則
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内

に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
高
槻
市
、

守
口
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
、
大
東
市
、

羽
曳
野
市
、
門
真
市
、
摂
津
市
、
藤
井
寺
市
、
東
大
阪

市
、
四
條
畷
市
及
び
交
野
市
を
除
く
。
）
、
町
（
島
本

町
を
除
く
。
）
及
び
村
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
二
十
三

（
略
）

第
十
一
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
第
四
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ

る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
府
以
外
の
者
の
設
置
す
る
法
第

二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
も

の
に
限
る
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ

て
、
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、

八
尾
市
、
寝
屋
川
市
及
び
東
大
阪
市
の
区
域
に
係
る
も

の
は
、
当
該
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
八

（
略
）

２

（
略
）

第
十
二
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
八
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ
っ

て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊

中
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
及
び

東
大
阪
市
を
除
く
。
）
、
町
及
び
村
の
区
域
に
係
る
も

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る
こ

と
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

第
十
三
条

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
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附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内

に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
吹
田
市
、

高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
及
び
東
大
阪

市
を
除
く
。
）
、
町
及
び
村
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す

る
。

一
・
二

（
略
）

施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内

に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
高
槻
市
、

枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
及
び
東
大
阪
市
を
除

く
。
）
、
町
及
び
村
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）
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大
阪
府
条
例
第

号

大
阪
府
職
員
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
阪
府
職
員
基
本
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
適
用
除
外
）

第
四
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
十
一
条
の
規
定
は
、
豊
中
市
、
池
田
市
、
吹
田
市
、

高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
、
箕
面
市
、

東
大
阪
市
、
豊
能
町
又
は
能
勢
町
が
設
置
す
る
学
校
の

府
費
負
担
教
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

（
適
用
除
外
）

第
四
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
十
一
条
の
規
定
は
、
豊
中
市
、
池
田
市
、
高
槻
市
、

枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
、
箕
面
市
、
東
大
阪
市
、

豊
能
町
又
は
能
勢
町
が
設
置
す
る
学
校
の
府
費
負
担

教
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。
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大
阪
府
条
例
第

号

大
阪
府
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
阪
府
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十

二
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
）

第
二
条

（
略
）

一
―
三

（
略
）

四

法
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
公
開
の
許
可
（
公
開
に
係
る
重
要
文
化
財
が
府

の
区
域
内
に
存
す
る
も
の
の
み
で
あ
る
場
合
（
大
阪

市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
吹
田
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、

八
尾
市
、
寝
屋
川
市
又
は
東
大
阪
市
の
区
域
内
に
お

い
て
公
開
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
公
開
に
係
る
重

要
文
化
財
が
当
該
市
の
区
域
内
に
存
す
る
も
の
の

み
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
係
る
通
知

に
関
す
る
事
務

五

法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
開
の

停
止
命
令
（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
吹
田
市
、

高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
又
は
東
大

阪
市
の
区
域
内
に
お
い
て
公
開
が
行
わ
れ
、
か
つ
、

当
該
公
開
に
係
る
重
要
文
化
財
が
当
該
市
の
区
域

内
に
存
す
る
も
の
の
み
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に

係
る
通
知
に
関
す
る
事
務

六
―
十
二

（
略
）

２

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
豊
中
市
、
吹
田
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、

寝
屋
川
市
及
び
東
大
阪
市
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
当

該
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
七

（
略
）

３

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、

豊
中
市
、
吹
田
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝

屋
川
市
及
び
東
大
阪
市
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
五

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
）

第
二
条

（
略
）

一
―
三

（
略
）

四

法
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
公
開
の
許
可
（
公
開
に
係
る
重
要
文
化
財
が
府

の
区
域
内
に
存
す
る
も
の
の
み
で
あ
る
場
合
（
大
阪

市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、

寝
屋
川
市
又
は
東
大
阪
市
の
区
域
内
に
お
い
て
公

開
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
公
開
に
係
る
重
要
文
化

財
が
当
該
市
の
区
域
内
に
存
す
る
も
の
の
み
で
あ

る
場
合
を
除
く
。）
に
限
る
。）
に
係
る
通
知
に
関
す

る
事
務

五

法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
開
の

停
止
命
令
（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
高
槻
市
、

枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
又
は
東
大
阪
市
の
区

域
内
に
お
い
て
公
開
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
公
開

に
係
る
重
要
文
化
財
が
当
該
市
の
区
域
内
に
存
す

る
も
の
の
み
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
係
る
通
知

に
関
す
る
事
務

六
―
十
二

（
略
）

２

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
豊
中
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川

市
及
び
東
大
阪
市
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
当
該
市
が

処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
―
七

（
略
）

３

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪
市
、
堺
市
、

豊
中
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
寝
屋
川
市
及

び
東
大
阪
市
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
が
処
理
す

る
こ
と
と
す
る
。

一
―
五

（
略
）

４
・
５

（
略
）


